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中国向け輸出水産食品の取扱いに関するＱ＆Ａの更新について

標記については、平成25年12月５日付け事務連絡によりお知らせしたところですが、

今般、合理的な運用の観点から下記のとおり更新しましたので、業務の参考のため送付

します。

なお、今般の更新に伴う衛生証明書の記載方法に変更はありませんので、御了知くだ

さい。

記

更新前：

Ｑ２５ セミドレスやドレス等の形態が異なる製品はそれぞれ検査を行う必要がありま

すか。

Ａ２５ 原則として、加工方法が異なるのでそれぞれ分析試験を行う必要があります。

更新後：

Ｑ２５ セミドレスやドレス等の加工形態や保存温度帯が異なる製品はそれぞれ検査を

行う必要がありますか。

Ａ２５ 同一施設内で同様の方法により加工される同一海域（養殖を含む。）で漁獲さ

れた同一魚種については、セミドレスやドレス等の形態や保存温度帯の違いに拘

わらず、可食部（筋肉等同じ部位に限る。）で実施した試験成績書の添付により

衛生証明書の発行申請が可能です。
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中国向け輸出水産食品の取扱いに関するＱ＆Ａ

平成２５年１２月５日

(最終改正 平成２７年１１月１７日)

生活衛生・食品安全部 監視安全課

本Ｑ＆Ａは、「中国向け輸出水産食品の取扱いについて」（平成２５年１０月

１７日付け食安発１０１７第号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）の別

紙「中国向け輸出水産食品の取扱要領」（以下「本要領」という。）に関する質

問事項についてＱ＆Ａとして取りまとめたものです。

本Ｑ＆Ａは、逐次、更新していくこととしております。

「中国向け輸出水産食品の取扱いについて」

（平成２５年１０月１７日付け食安発１０１７第１号）に対する質問事項

〈本要領全般について〉

Ｑ１ 中国へ水産食品を輸出するための手続きについて教えて下さい。

Ａ１ まず、施設の事前登録が必要です。登録が完了した後、衛生証明書発行

機関が発行する衛生証明書を添付することで、中国への輸出が可能とな

ります。

手続きの全体的なイメージについては、本Ｑ＆Ａの別紙１を参考にして

いただき、施設の登録手続や衛生証明書の発行手続等については本要領

をご確認下さい。また、施設登録の対象と衛生証明書の発行対象のイメ

ージについては、本Ｑ＆Ａの別紙２を参考にして下さい。

Ｑ２ 本要領における「加工品」、「未加工品」、「生鮮品」、「簡易な加工品」と

はどのような食品か教えて下さい。

Ａ２ 本Ｑ＆Ａの別紙３を参考にご判断下さい。なお、別紙３において判断で

きない場合は、監視安全課までお問い合わせ下さい。

〈施設登録申請について〉

Ｑ３ 平成２５年１２月３１日までに登録された施設について、再登録は必要

ですか。

Ａ３ 「中国向け輸出水産食品の取扱いについて」（平成２１年１１月１０日

付け発１１１０第１号。以下「旧通知」という。）に基づく既登録施設に



- 2 -

ついては、本取扱要領に基づく登録施設として取扱いますので、新たに

登録を受ける必要はありません。また、登録番号についても旧通知に基

づき付与された番号を引き続き使用します。

Ｑ４ 旧通知においては、施設登録の際に、個別の取扱品目全てを登録してい

ましたが、今後も個別の品目全ての登録が必要ですか。

Ａ４ 個別の取扱品目全てを登録する必要はなくなりました。ただし、養殖魚

や二枚貝を取扱う場合は、「中国向け輸出水産食品施設登録申請書」によ

り取扱いがある旨登録を行って下さい（登録されない場合、輸出はでき

ません。）。

Ｑ５ 加工品について輸出直前の最終保管施設の登録は必要ですか。

Ａ５ 加工品については、最終保管施設の登録ではなく、最終加工施設のみ登

録を行って下さい。

なお、未加工品については、最終保管施設の登録が必要です（本Ｑ＆Ａ

別紙２参照。）。

Ｑ６ 営業許可については、通常、その許可が有効とされる期限（５年毎に更

新等）が規定されていますが、営業許可の更新に併せて当該登録施設の

登録事項変更の申請を行う必要はありますか。

Ａ６ 営業許可期限の更新であれば、変更申請は必要ありません。

なお、営業許可業種の変更など、登録要件に変更があった場合は新たに

登録を受ける必要があります。

〈衛生証明書の発行対象について〉

Ｑ７ 食品の一部に水産食品を含む高度な加工品等にも衛生証明書が必要です

か。（例：干しエビが入ったインスタントラーメン、シーフードカレー等）

Ａ７ 例に示すような高度な加工品等は衛生証明書の発行対象外です。

中国政府から高度な加工品に対し衛生証明書を求められた場合又は衛生

証明書の要否の判断が困難な場合は、監視安全課までお問い合わせ下さ

い。なお、輸出者から直接中国政府へご確認いただく必要がある場合も

ございますので、ご了承下さい。

Ｑ８ 餌用に中国へ水産物を輸出する場合、本要領に基づく衛生証明書が必要

ですか。

Ａ８ 本要領の対象は、中国政府の要求により、「ヒトの食用に供する」水産
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動物等になります。したがって、「餌」は衛生証明書の発行対象外です。

Ｑ９ 生きている状態（いわゆる「活」の状態）の水産物を輸出する場合、本

要領に基づく衛生証明書が必要ですか。

Ａ９ 活水産動物については、本要領の衛生証明書の発行対象外となるため、

衛生証明書の発行はできません。

Ｑ１０ 本要領の対象は輸入手続を終了した輸入食品（内国貨物※）のみに限

られますか。若しくは輸入手続が終了していない外国貨物も含まれます

か。

Ａ１０ 内国貨物のみを対象としております。輸入手続が終了していない外国

貨物に対しては、衛生証明書の発行はできません。

また、内国貨物であっても、輸入品かつ加工品の場合、海外施設が最終

加工施設となるため、日本において施設登録及び衛生証明書の発行はで

きません。

なお、輸入食品が未加工品の場合、最終保管施設の登録を行うことによ

り、衛生証明書の発行が可能です。

※内国貨物：関税法（昭和２９年法律第６１号）第２条第１項第4号の「内

国貨物」をいう。

Ｑ１１ 中国から日本に輸入した水産食品を、再度、中国へ輸出（積戻し等）

する場合であっても中国政府から衛生証明書を要求されますか。

Ａ１１ 衛生証明書は要求されます。なお、再輸出の理由が、当該食品につい

て日本の食品衛生法上問題（規格基準違反等）があり、国内では販売等

ができないことから輸出（積戻し）を希望する場合等は、食品衛生上の

観点から衛生証明書の発行はできません。

Ｑ１２ 日本の食品衛生法上、販売等が認められない食品（規格基準違反、食

品衛生法第６条違反等）であっても、本要領別添３の検査基準を満たし

ていれば衛生証明書を発行できますか。

Ａ１２ 食品衛生上の観点から衛生証明書の発行はできません。（なお、フグ

については、国内で販売等が認められたものであっても、中国の法律に

おいて食用が禁止されている魚種であるため、衛生証明書の発行はでき

ません。）

Ｑ１３ 社内検討用や試験研究用として、ヒトの食用に供しないサンプルの少

量貨物を中国に輸出する場合も衛生証明書は必要ですか。
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Ａ１３ 食品の種類や使用目的により取扱いが異なると考えられますので、輸

出者自らが個別に中国政府に確認する必要があります。

〈衛生証明書の発行申請窓口について〉

Ｑ１４ 衛生証明書の発行申請窓口はどこですか。

Ａ１４ 輸出予定の貨物を最終加工（未加工品にあっては最終保管）した登録

施設を所管する都道府県等衛生部局となります。ただし、衛生証明書発

行機関として都道府県等衛生部局が登録されていない地域については、

当該地域を所管する地方厚生局に申請を行って下さい。

詳しくは、厚生労働省のホームページに掲載している「本要領に基づく

衛生証明書発行機関」をご確認下さい。

Ｑ１５ 輸出予定の貨物を最終加工（未加工品にあっては最終保管）した登録

施設を所管する都道府県等衛生部局が衛生証明書発行機関として登録さ

れていますが、地方厚生局で衛生証明書を発行してもらうことは可能で

すか。

Ａ１５ 地方厚生局での発行はできませんので、登録施設を所管する都道府県

等衛生部局に申請を行って下さい。

〈衛生証明書の発行申請について〉

Ｑ１６ 衛生証明書の発行申請は、直接窓口に出向く必要がありますか。

Ａ１６ 多くの衛生証明書発行機関では、郵送による申請も可能ですが、一部

の発行機関では郵送による発行申請が不可能な場合もありますので、申

請窓口にお問い合わせ下さい。なお、郵送の場合は、返送に必要な料金

分の切手を貼付し、住所を記載した返信用封筒を同封した上で、衛生証

明書発行機関へ申請して下さい。

Ｑ１７ 法人の場合、発行申請書の代表者印を省略することはできますか。

Ａ１７ 法人の場合は、代表者印を押印し申請して下さい（衛生証明書の発行

申請書に限らず他の申請書も同様です。）。

〈検査について〉

Ｑ１８ 本要領別添３の検査基準は、中国の水産食品に関する全ての基準です

か。
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Ａ１８ 別添３の水産食品に関する検査基準については、中国側で定める基準

を根拠に規定していますが、全てを反映しているものではありません。

例えば、添加物を使用していれば中国で使用可能な添加物か、使用基準

はあるか、等の確認も必要です。

なお、検査項目については、これまでの検出状況、国内又は輸入国（輸

入品の場合）における違反情報等、中国側からの違反連絡、検査の要望

又は新たな基準の策定等を踏まえて追加等を行う場合があります。

Ｑ１９ 本要領別添３の検査基準について、どのような水産食品に適用すべき

かの具体例を教えて下さい。

Ａ１９ 本Ｑ＆Ａの別紙４を参考にして下さい。

Ｑ２０ 試験成績書は、輸出数量、重量が異なる場合でも有効ですか。

Ａ２０ 有効です。ただし、検査用サンプルを登録検査機関に持ち込んで検査

をした成績書を本貨物の輸出の際に適用することはできませんので、本

貨物について検査をしてください。

Ｑ２１ 他の輸出者が取得した試験成績書を使用することは可能ですか。

Ａ２１ 原則、貨物に対し責任を持つ輸出者が検査を行い、貨物の安全性を確

認してください。

Ｑ２２ 中国へ輸出しようと検査を受けましたが、事情により国内で転売され、

転売先の荷主が当該貨物を中国へ輸出することになりました。その売買

にあっては書類上で行われたのみで、貨物の移動は一切ありません。当

初の成績書を転売先の輸出者が使用することができますか。

Ａ２２ この場合にあっては、貨物の同一性が客観的に判断できれば使用して

差し支えありません。ただし、成績書を取得した者が輸出者に対して成

績書の使用を承諾していることが前提となります。

Ｑ２３ 貨物の検査を依頼する際は、可食部を検査してもらえばよいですか。

Ａ２３ 可食部で検査をして下さい。

Ｑ２４ 検査方法の開梱基準について、マグロ等でバルクで輸出する場合や漁

船からサンプリングする場合はどのようにすればよいですか。

Ａ２４ ばら積みの輸出については禁止されており、貨物はすべて梱包されて

いる必要があります。
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Ｑ２５ セミドレスやドレス等の加工形態や保存温度帯が異なる製品はそれぞ

れ検査を行う必要がありますか。

Ａ２５ 同一施設内で同様の方法により加工される同一海域（養殖を含む。）

で漁獲された同一魚種については、セミドレスやドレス等の形態や保存

温度帯の違いに拘わらず、可食部（筋肉等同じ部位のものに限る。）で実

施した試験成績書の添付により衛生証明書の発行申請が可能です。

〈衛生証明書の発行について〉

Ｑ２６ 衛生証明書発行申請書中の記載内容が登録内容と異なる場合には、衛

生証明書を発行できますか。

Ａ２６ 発行できません。衛生証明書発行機関において、厚生労働省ホームペ

ージに掲載される登録内容と衛生証明書発行申請書の内容が同一である

かの確認を行います。

Ｑ２７ 衛生証明書を紛失した場合に再発行してもらえますか。

Ａ２７ 再発行については、同一の衛生証明書が２部存在することによる不正

使用を避ける観点から、不可とします。

〈ロットについて〉

Ｑ２８ 原産国が異なるが、同じ品目であるものを一括して輸出する場合、１

品目（１ロット）とみなしてよいですか。

Ａ２８ 原産国が異なる場合は、保管方法、輸送方法、重金属の汚染状況等も

異なることが想定されることから、同一ロットとみなすことはできませ

ん。

Ｑ２９ 国内で捕獲された水域名が異なるが、同じ品目であるものを一括して

輸出する場合、１品目（１ロット）とみなしてよいですか。

Ａ２９ 重金属の汚染状況等が異なることが想定されることから、別ロットと

みなします。

Ｑ３０ 包装形態が異なる製品は別ロットとみなされますか。

Ａ３０ 別ロットとみなします。

Ｑ３１ 生産年月日が異なる加工品を１ロットとして申請することができます

か。
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Ａ３１ 同一施設、同一原材料、同一加工工程で製造された製品であって、輸

出者が同一食品であると保証できれば、同一ロットとみなすことができ

ます。また、生産年月日が複数存在する場合は、衛生証明書発行申請書

に全て個別に記載が必要です。なお、同一ロットとして取り扱うため、

検査で基準に適合しない等の結果になった場合、生産年月日が異なって

いても、当該１ロット全てが同一の取扱いになります。

〈衛生証明書の記載方法について〉

Ｑ３２ ブリ・イナダ・ワラサのような出世魚を輸出する際は、衛生証明書に

どのように記載すればよいですか。

Ａ３２ 冷凍ブリ・イナダ・ワラサであれば、Frozen Yellowtailで構いませ

ん。

Ｑ３３ 航空便等で、コンテナ番号や封印番号がない場合は、衛生証明書発行

申請書等には、どのように記載すればよいですか。

Ａ３３ コンテナ番号の代わりに「AIR WAY BILL No.」等を、また、封印番号

が無い場合には「***」を記載して下さい。

〈複数貨物一括輸出の際の官能検査報告書について〉

Ｑ３４ 本要領の別紙様式９－２を用い、複数の貨物を一括して輸出する場合、

商品名称ごとに官能検査報告書（別紙様式１０）の提出が必要ですか。

Ａ３４ 複数の貨物を一括して輸出する場合も商品名称ごとに官能検査の実施

は必要ですが、別紙様式１０にまとめて記載し、１枚として提出するこ

とは可能です。










